
　
　
　
中
世
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
税
制
の
素
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
　
　
川
　
　
和
　
　
彦

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
―
）

　
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
中
世
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
が
発
展
し
て
、
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
こ
と
を
、

本
来
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
語
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
よ
う
。
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
、
中
世
の
初
め
、
対
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
国

土
回
復
の
戦
い
の
さ
中
で
誕
生
し
、
そ
の
後
、
イ
ペ
リ
ア
半
島
の
覇
権
を
握
り
、
一
五
世
紀
末
、
そ
の
女
王
イ
サ
べ
ル
ー
世
が
コ
ロ

ン
ブ
ス
の
冒
険
的
航
海
を
援
助
す
る
。
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
人
た
ち
は
、
新
世
界
を
征
服
し
、
そ
の
地
は
、
一
九
世
紀
の
初
頭
に
独
立

を
達
成
す
る
ま
で
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ヤ
（
ス
ペ
イ
ン
）
の
植
民
地
支
配
を
受
け
る
。

　
こ
の
三
〇
〇
年
余
に
及
ん
だ
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
（
ス
ペ
イ
ン
）
の
支
配
の
結
果
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
、
人
種
、
文
化
、
宗
教
、

経
済
、
法
制
な
ど
、
多
く
の
面
で
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
（
ス
ペ
イ
ン
）
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
痕
跡
は
限
り
な
く
認
め
ら
れ
る
。
財
政
、

税
制
に
つ
い
て
も
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
制
度
が
、
そ
の
植
民
地
支
配
の
時
代
に
行
わ
れ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
現
行
制
度
は

カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
諸
制
度
の
基
盤
の
上
で
発
展
し
て
き
て
い
る
。

　
　
　
中
世
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
税
制
の
素
描

－９－



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

　
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
筆
者
は
、
か
ね
て
か
ら
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
法
史
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、
本
稿
は
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
中
世
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ヤ
王
国
の
税
制
を
素
描
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
世
の
初
め
に
誕
生
し
た
国
で
、
古
代
か
ら
連
綿
と
し
て
イ
ペ
リ
ア
半

島
に
存
続
し
た
国
家
で
は
な
い
。
イ
ベ
リ
ア
半
島
自
体
の
歴
史
の
変
遷
も
激
し
い
。
叙
述
の
都
合
上
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に
焦
点
を

合
わ
せ
な
が
ら
、
ま
ず
、
イ
べ
リ
ア
半
島
の
歴
史
の
大
ざ
っ
ぱ
な
流
れ
を
瞥
見
し
よ
う
。

　
　
（
―
）
　
ス
ペ
イ
ン
を
理
解
す
る
た
め
の
文
献
と
し
て
左
記
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
フ
ァ
ン
・
ソ
ペ
ー
ニ
ャ
「
ス
ペ
イ
ン
を
解
く
鍵
」
（
平
凡
社
　
一
九
八
六
年
）
。

　
　
　
　
　
ス
ペ
イ
ン
史
の
概
説
書
と
し
て
左
記
の
み
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
Ｊ
・
ビ
セ
ン
ス
ふ
・
７
‐
‐
ベ
ス
（
小
林
一
宏
訳
）
『
ス
ペ
イ
ン
ー
歴
史
的
省
察
＋
－
‐
』
（
岩
波
書
店
　
昭
和
五
〇
年
）
。

　
　
　
　
　
Ｈ
・
カ
Ｉ
メ
ン
（
丹
羽
光
男
訳
）
「
ス
ペ
イ
ン
　
歴
史
と
文
化
」
（
東
海
大
学
出
版
会
　
昭
和
五
一
年
）
。

　
　
　
　
　
こ
の
他
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
文
献
は
限
り
が
な
い
。

　
　
（
２
）
　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
法
史
に
っ
い
て
の
左
記
の
拙
稿
も
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
ヒ
ス
パ
ニ
ァ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
早
期
継
受
－
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
法
講
義
覚
え
書
き
ー
」
「
成
城
法
学
」
四
八

　
　
　
　
　
号
（
平
成
七
年
二
月
）
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
下
の
ヒ
ス
パ
ニ
ァ
の
法
ｌ
ラ
テ
ン
ァ
メ
リ
カ
法
覚
え
書
－
（
一
・
二
完
）
」
「
成
城
法
学
」
四
九

　
　
　
　
　
号
、
五
〇
号
（
平
成
七
年
六
月
、
一
〇
月
）
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
フ
エ
ロ
・
フ
ス
ゴ
の
素
描
―
一
フ
テ
ン
ァ
メ
リ
カ
法
講
義
覚
え
書
－
」
『
成
城
法
学
』
五
一
号
（
平
成
八
年
三
月
）
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
勃
興
と
そ
の
法
ｌ
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
法
講
義
覚
え
書
－
」
『
成
城
法
学
』
五
二
号
（
平
成
八
年
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七
月
）
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
興
隆
と
そ
の
法
－
土
フ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
法
講
義
覚
え
書
－
ニ
）
」
『
成
城
法
学
』
五
三
号
（
平

　
　
　
　
　
成
九
年
一
月
）
。

　
　
　
　
　
　
二

Ｉ
　
イ
べ
リ
ア
半
島
が
世
界
史
の
重
要
な
舞
台
に
な
っ
た
の
は
、
ロ
ー
マ
と
カ
ル
タ
ゴ
と
の
間
の
第
二
次
ポ
エ
ニ
戦
役
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
戦
役
で
、
ロ
ー
マ
が
勝
利
を
収
め
、
イ
べ
リ
ア
半
島
は
ロ
ー
マ
軍
の
進
攻
を
受
け
（
紀
元
前
三
世
紀
）
、
そ
れ
か
ら
八
世
紀

に
わ
た
っ
て
、
ロ
ー
マ
の
支
配
・
統
治
を
受
け
る
。
そ
の
結
果
、
イ
べ
リ
ア
半
島
の
ロ
ー
マ
化
・
ラ
テ
ン
化
か
進
む
。
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
マ
の
支
配
の
進
展
と
と
も
に
、
ロ
ー
マ
は
行
政
組
織
を
整
備
し
、
ロ
ー
マ
文
化
が
浸
透
し
、
ラ
テ
ン
語
が
普
及
し
、
や
が
て
、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
も
進
む
。
そ
し
て
、
ニ
コ
ー
年
、
カ
ラ
カ
ラ
帝
に
よ
り
ロ
ー
マ
帝
国
の
全
住
民
に
ロ
ー
マ
市
民
権
が
与
え
ら
れ
、

イ
べ
リ
ア
半
島
の
住
民
（
自
由
民
）
も
ロ
ー
マ
の
市
民
権
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
ロ
ー
マ
化
か
深
化
し
、
イ
べ
リ
ア
半
島
（
ヒ

ス
パ
ニ
ア
と
呼
ば
れ
た
）
は
ロ
ー
マ
文
化
を
創
造
す
る
中
心
に
転
化
す
る
ま
で
に
な
り
、
幾
人
か
の
皇
帝
、
ま
た
、
ロ
ー
マ
で
活
躍
し

た
文
化
人
を
輩
出
す
る
。

二
　
周
知
の
よ
う
に
、
四
世
紀
の
後
半
か
ら
六
世
紀
の
末
に
か
け
て
ゲ
ル
マ
ン
の
諸
民
族
が
ロ
ー
マ
帝
国
領
内
に
大
移
動
し
、
西
ロ

ー
マ
の
衰
退
・
滅
亡
も
と
も
な
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
の
諸
部
族
に
よ
り
い
く
つ
か
の
「
国
」
が
建
設
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
古
典
時
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
期
と
な
る
。

　
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
族
の
ヒ
ス
パ
ニ
ア
（
イ
べ
リ
ア
半
島
）
へ
の
移
動
は
こ
の
民
族
大
移
動
の
一
環
で
あ
っ
た
。
五
世
紀
、
い
く
つ
か
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の
蛮
族
、
ま
ず
、
ヅ
ァ
ン
ダ
ル
族
が
、
次
い
で
、
ス
エ
ヴ
ィ
族
が
ヒ
ス
パ
ニ
ア
に
侵
入
す
る
。
そ
し
て
、
ガ
リ
ア
に
定
着
し
て
い
た

ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
族
が
、
ロ
ー
マ
の
同
盟
軍
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
蛮
族
を
制
圧
す
る
た
め
に
、
ピ
レ
ネ
ー
山
脈
を
越
え
た
。
六
世
紀
の

初
め
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
は
、
西
進
す
る
フ
ラ
ン
ク
に
破
れ
、
ガ
リ
ア
の
支
配
地
の
大
半
を
失
い
、
六
世
紀
の
末
、
首
都
を
ト
レ
ド
に

移
し
、
イ
べ
リ
ア
半
島
の
支
配
地
域
を
広
げ
る
と
と
も
に
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
、
七
世
紀
に
は
、
文
化
的

に
も
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
は
最
盛
期
を
迎
え
る
。
し
か
し
、
七
一
一
年
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
進
攻
に
よ
り
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
国
は
崩
壊

す
る
。

　
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
は
ゲ
ル
マ
ン
の
一
部
族
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
統
治
下
で
も
、
ロ
ー
マ
の
文
化
、
ロ
ー
マ
の
制
度
は
存
続
し
、

ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
国
の
誕
生
は
、
ヒ
ス
八
二
ア
の
ロ
ー
マ
化
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
ゲ
ル
マ
ン
化
を
も
た
ら
さ
ず
、
限
ら
れ
た
意
味
で
の

影
響
を
も
た
ら
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

　
紀
元
前
三
世
紀
の
ロ
ー
マ
軍
の
進
攻
か
ら
五
世
紀
の
西
ロ
ー
マ
の
崩
壊
ま
で
の
ロ
ー
マ
の
ヒ
ス
パ
ニ
ア
支
配
の
期
間
と
比
較
す
れ

ば
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
の
支
配
は
、
八
世
紀
初
頭
に
終
り
、
短
期
間
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ロ
ー
マ
の
文
化
の
優
越
、
ま
た
、
ヒ
ス
パ

ニ
ア
の
地
に
定
住
す
る
ま
で
の
ロ
ー
マ
領
内
の
移
動
の
間
の
ロ
ー
マ
文
化
の
摂
取
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
の
部
族
民
の
数
の
少
な
さ
、
な

ど
も
あ
っ
て
、
ゲ
ル
マ
ン
文
化
は
ヒ
ス
パ
ニ
ア
に
深
く
、
広
く
根
を
下
ろ
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
、
ゴ
ー
ド
語
も
忘
れ
ら
れ
、
ビ
シ

ー
ゴ
ー
ド
の
王
は
自
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
改
宗
し
、
ロ
ー
マ
系
住
民
と
ゴ
ー
ド
人
の
間
の
融
合
・
統
合
が
進
ん
だ
。

　
ス
ペ
イ
ン
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
進
攻
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
国
の
崩
壊
か
ら
中
世
が
始
ま
る
と
学
説
の
多
く
が
説
く
の
は
、
ビ
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）
（
３
）

Ｉ
ゴ
ー
ド
で
は
ロ
ー
マ
の
「
体
制
」
が
継
続
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

三
　
七
一
一
年
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
軍
は
、
イ
べ
リ
ア
半
島
に
進
攻
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
軍
に
敗
れ
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
国
は
滅
亡
す
る
。
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イ
ス
ラ
ー
ム
軍
は
、
短
期
間
の
う
ち
に
、
イ
べ
リ
ア
半
島
の
ほ
ぼ
全
土
を
席
巻
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
八
〇
〇
年
近
く
後
の
一

四
九
二
年
に
グ
ラ
ナ
ダ
が
開
城
す
る
ま
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
そ
の
支
配
地
域
が
次
第
に
縮
小
さ
れ
て
い
っ
た
に
せ
よ
、
イ
ベ
リ
ア

　
　
　
　
　
　
（
４
）

半
島
を
支
配
す
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
族
の
一
部
が
逃
げ
込
ん
だ
半
島
の
北
辺
の
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
の
山
岳
地
帯
を
は
じ
め
と
し
て
、
ピ

レ
ネ
ー
山
脈
の
後
の
ナ
バ
ー
ラ
、
ま
た
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
地
域
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
支
配
が
及
ば
す
、
結
果
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
軍

の
進
撃
が
阻
止
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
地
域
の
住
民
の
動
き
は
、
当
初
、
防
衛
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
南
進
し
、
国
土
回

復
を
目
指
す
も
の
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
が
誕
生
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
軍
の
戦
い
を
経
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

が
ら
成
長
し
、
発
展
す
る
。

四
　
前
述
し
た
よ
う
に
、
ピ
レ
ネ
ー
、
バ
ス
ク
、
お
よ
び
カ
ン
タ
ブ
リ
ア
の
山
岳
地
帯
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
進
攻
は
及
ば
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
ロ
ー
マ
化
か
も
っ
と
も
遅
れ
た
地
域
で
あ
り
、
ま
た
、
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
の
支
配
に
も
抵
抗
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
イ
ス
ラ
ー
ム
の
支
配
を
受
け
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
か
っ
た
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
族
の
一
部
は
半
島
の
北
辺
の
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア

ス
の
地
に
脱
出
す
る
。
こ
の
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
の
「
残
党
」
は
、
そ
の
独
立
を
維
持
す
る
の
に
、
防
衛
的
な
小
規
模
な
戦
い
を
始
め

る
。
こ
う
し
た
小
競
り
合
い
の
勝
利
が
重
な
る
と
、
厳
格
と
な
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
支
配
か
ら
脱
出
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
が
ア

ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
に
惹
き
付
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
滅
亡
し
た
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
国
が
次
第
に
あ
る
程
度
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

九
世
紀
の
中
頃
を
過
ぎ
る
と
、
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
の
王
は
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
王
国
の
継
承
者
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。

五
　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
（
ｎ
Ｒ
Ｆ
）
の
名
が
始
め
て
登
場
し
た
の
は
九
世
紀
の
初
め
で
あ
る
。
八
八
四
年
、
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
の
ア
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ル
フ
ォ
ン
ソ
三
世
（
在
位
八
六
六
～
九
一
〇
年
）
は
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
伯
領
を
創
設
し
、
デ
ィ
エ
ゴ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
（
D
i
e
g
o

R
o
-

d
n
g
u
e
z
）
に
託
す
る
。
こ
の
伯
領
は
、
や
が
て
自
治
権
を
獲
得
し
、
九
三
一
年
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
（
F
e
r
u
n
a
n
　
　

G
o
n
z
a
l
e
z
）
の

下
で
、
政
治
的
に
独
立
す
る
。
こ
の
独
立
に
、
誇
張
さ
れ
て
い
る
気
味
も
あ
る
が
、
レ
オ
ン
王
国
（
ア
ス
ト
ゥ
リ
ア
ス
王
国
は
、
九
一

四
年
か
ら
レ
オ
ン
王
国
と
改
名
し
て
い
る
）
に
対
す
る
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
人
民
の
反
発
が
重
要
な
役
割
り
を
果
た
し
て
お
り
、
レ
オ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

王
国
に
対
す
る
特
殊
性
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
社
会
は
開
放
的
で
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
、
そ
し
て
危
険
を
も
の
と
も
し
な
い
人
々
か
ら
な
っ
て
い
た
。
カ
ス

テ
ィ
ー
リ
ャ
の
地
は
対
イ
ス
ラ
ー
ム
の
前
線
で
あ
り
、
彼
ら
は
侵
略
者
の
攻
撃
か
ら
自
己
を
防
衛
す
る
と
同
時
に
、
戦
利
品
を
目
当

て
に
半
島
中
部
高
原
の
山
々
を
越
え
て
、
敵
地
を
襲
撃
す
る
こ
と
を
い
と
わ
な
い
人
た
ち
で
あ
り
、
彼
ら
の
毎
日
は
武
力
衝
突
の
繰

り
返
し
で
あ
っ
た
。
戦
利
品
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
一
介
の
村
人
で
さ
え
容
易
に
騎
士
に
な
り
、
富
者
に
も
な
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
人
の
戦
闘
的
性
格
、
支
配
欲
、
大
望
を
目
指
す
人
生
観
が
形
づ
け
ら
れ
た
と
も
い
わ
れ

（
７
）

る
。

六
　
一
〇
三
五
年
、
そ
の
頃
「
国
土
回
復
」
戦
の
中
核
で
あ
っ
た
ナ
バ
ー
ラ
の
サ
ン
チ
ョ
大
王
（
S
a
n
c
h
o

G
a
r
c
e
s
I
I
I
）
（
在
位
一
〇
〇
四

年
～
一
〇
三
五
年
）
が
逝
去
し
、
そ
の
領
土
は
四
人
の
息
に
分
割
さ
れ
た
。
そ
の
遺
領
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
伯
領
が
含
ま
れ
て
い
た

の
は
、
サ
ン
チ
ョ
大
王
が
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
伯
サ
ン
チ
ョ
＝
ガ
ル
シ
ー
ア
（
S
a
n
c
h
o

G
a
r
c
i
a
）
（
在
位
九
九
五
年
～
一
〇
一
七
年
）
の
姉

（
妹
）
と
結
婚
し
て
お
り
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
伯
の
没
後
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ヤ
伯
領
も
含
め
て
、
伯
が
支
配
し
て
い
た
地
域
を
そ
の

領
土
に
併
合
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
伯
領
の
配
分
を
受
け
た
の
が
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ー
世
（
７
１
乱
ｏ
｛
｝
（
在
位
一
〇
三
五
年
～
一
〇
六
五
年
）
で
、
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こ
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ー
世
の
下
で
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
王
国
と
な
る
。
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ー
世
は
、
当
時
の
レ
オ
ン
王
の
姉
（
妹
）

と
結
婚
す
る
が
、
レ
オ
ン
王
の
没
後
、
そ
の
妃
を
通
じ
て
、
一
〇
三
七
年
、
レ
オ
ン
の
王
位
も
継
承
す
る
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
と
レ
オ

ン
の
第
一
次
統
合
。

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ー
世
は
、
そ
の
頃
、
小
国
に
分
裂
し
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
支
配
の
い
わ
ゆ
る
タ
イ
フ
ァ
諸
国
（
T
a
i
f
a
s
）
と
も
争
い
、

そ
の
い
つ
く
か
を
朝
貢
国
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
一
世
の
下
で
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

キ
リ
ス
ト
教
国
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
強
力
な
国
家
に
の
し
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

七
　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ー
世
の
没
後
、
そ
の
王
国
は
再
び
分
割
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
サ
ン
チ
ョ
ニ
世
（
S
a
n
c
h
o

I
I
）

（
在
位
一
〇
六
五
年
～
一
〇
七
二
年
）
に
、
レ
オ
ン
が
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
（
A
l
f
o
n
s
o

V
I
）
（
在
位
一
〇
六
五
年
～
一
一
〇
九
年
）
に
遺
贈
さ

れ
る
。
一
〇
七
二
年
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
ニ
世
が
暗
殺
さ
れ
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
は
レ
オ
ン
・
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
王
位
を
回
復
す

る
（
レ
オ
ン
・
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
再
統
合
）
。

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
は
政
治
家
と
し
て
も
、
武
将
と
し
て
も
優
秀
で
、
ト
レ
ド
を
回
復
す
る
（
一
〇
八
五
年
）
。
こ
の
占
領
は
戦
略

的
に
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
。

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
の
没
後
、
そ
の
息
女
ウ
ラ
ー
カ
（
¢
～
含
が
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
お
よ
び
レ
オ
ン
の
王
位
を
継
承
す
る
（
初
の

女
王
）
（
在
位
一
一
〇
九
年
-
1
　
1
二
六
年
）
。
そ
の
没
後
、
そ
の
息
が
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
七
世
（
在
位
一
一
二
八
年
～
一
一
五
七
年
）
と
し
て
、

レ
オ
ン
・
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
王
に
即
位
す
る
。

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
七
世
は
、
そ
の
死
に
際
し
て
、
そ
の
領
土
を
二
人
の
息
に
配
分
す
る
。
す
な
わ
ち
、
サ
ン
チ
ョ
三
世
（
在
位
一
一

五
七
年
～
一
一
五
八
年
）
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
、
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
ニ
世
（
在
位
一
一
五
七
年
～
一
一
八
八
年
）
に
レ
オ
ン
の
王
位
を
継
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承
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
サ
ン
チ
ョ
三
世
の
早
逝
に
よ
り
、
そ
の
息
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
八
世
（
在
位
一
一
五
八
年
～
一
二
一
四
年
）
は
わ
ず
か
三
歳
で
王
位
に
就

く
が
、
成
人
後
、
国
土
回
復
の
戦
い
を
積
極
的
に
進
め
、
一
二
一
二
年
、
ィ
ス
ラ
ー
ム
軍
に
大
勝
す
る
（
L
a
s

N
a
v
a
sd
e
T
o
l
o
s
a
の
戦

い
）
。

八
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
八
世
の
逝
去
（
一
二
一
四
年
）
の
後
、
一
一
歳
の
エ
ン
リ
ー
ケ
ー
世
（
回
豆
ｇ
｛
｝
が
王
位
を
継
承
す
る
が
、
エ

ン
リ
ー
ケ
ー
世
も
急
死
（
一
二
一
七
年
六
月
六
日
）
、
王
位
を
継
承
す
る
立
場
に
あ
っ
た
長
姉
の
ベ
レ
ン
グ
エ
ラ
（
B
e
r
e
n
g
u
e
l
a
）
は
息
の

フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
（
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
と
し
て
在
位
一
二
一
七
年
～
一
二
五
二
年
）
を
即
位
さ
せ
た
（
七
月
一
日
）
。
べ
レ
ン
グ
エ
ラ

は
レ
オ
ン
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
九
世
と
結
婚
し
、
二
人
の
間
に
こ
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
を
儲
け
て
い
た
が
、
後
に
離
婚
、
ペ
レ
ン
グ
エ
ラ

は
エ
ン
リ
ー
ケ
ー
世
の
喪
を
秘
し
て
、
レ
オ
ン
で
父
王
の
下
に
あ
っ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
を
呼
び
よ
せ
て
即
位
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
や
が
て
、
レ
オ
ン
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
九
世
の
逝
去
後
、
そ
の
王
位
は
二
人
の
息
女
が
継
承
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
二
人

と
も
辞
退
し
、
弟
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
が
レ
オ
ン
の
王
位
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
り
、
レ
オ
ン
と
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
一
二
三
〇
年
に
統

合
さ
れ
る
（
両
国
の
最
終
的
統
合
）
。
こ
の
統
治
の
当
初
、
レ
オ
ン
に
対
す
る
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
民
衆
の
反
感
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
は
武
将
と
し
て
優
れ
、
コ
ル
ド
バ
（
９
ａ
ｏ
ｇ
）
（
一
二
三
六
年
）
、
セ
ヴ
ィ
ー
リ
ャ
（
ｚ
ｌ
巨
）
（
一
二
四
八
年
）
、

カ
デ
ィ
ス
（
ｐ
９
）
を
次
々
に
制
圧
し
、
ム
ル
シ
ア
（
M
u
r
c
i
a
）
と
グ
ラ
ナ
ダ
（
Ｑ
呂
乱
Ｑ
）
の
両
イ
ス
ラ
ー
ム
王
を
臣
下
と
し
た
。

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
は
統
治
者
と
し
て
も
す
ぐ
れ
、
文
化
面
に
も
配
慮
し
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
・
ロ
マ
ン
ス
語
を
公
用
語
と
し
て

い
る
。
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（
1
0
）

九
　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
を
後
継
し
た
の
が
長
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
（
在
位
一
二
五
二
年
～
一
二
八
四
年
）
で
あ
る
。
王
は
「
賢

王
」
（
E
lS
a
b
i
o
）
と
諢
名
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
文
学
、
歴
史
、
法
律
な
ど
の
分
野
で
王
自
身
、
ま
た
、
王
が
後
援
し
た
学
者

な
ど
が
な
し
と
げ
た
業
績
の
故
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
は
良
い
教
育
を
受
け
、
戦
争
も
体
験
し
、
父
王
の
遺
業
を
継
続
す

る
の
に
十
分
の
資
質
を
も
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
、
文
化
的
な
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
の
治
蹟
は
大
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
為
政
者
と
し
て
の
王
の
治
蹟
は
見
劣
り
す
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
位
の
獲
得
に
あ
ま
り
に
も
力
を
注
い
だ

た
め
、
国
内
政
治
が
お
ろ
そ
か
に
な
り
、
ま
た
、
前
述
し
た
文
化
事
業
へ
の
出
費
も
重
な
り
、
国
費
を
乱
費
し
、
重
税
を
課
し
、
通

貨
の
改
鋳
が
加
わ
り
、
王
に
対
す
る
不
満
が
高
ま
る
。

　
こ
の
よ
う
な
空
気
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
二
七
〇
年
末
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
位
を

目
指
し
て
、
南
仏
の
ロ
ー
マ
法
王
の
も
と
に
出
立
す
る
。
そ
の
不
在
中
、
モ
ロ
ッ
コ
軍
が
急
襲
、
王
儲
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
ラ
・
セ

ル
ダ
【
F
e
ﾖ
】
一
a
n
d
o

d
el
a
C
e
r
d
a
)
が
陣
中
で
没
し
、
次
子
の
サ
ン
チ
ョ
が
、
大
敗
し
た
軍
を
立
て
直
す
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
に
不

満
を
も
つ
貴
族
が
サ
ン
チ
ョ
を
王
位
の
継
承
者
と
し
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
の
没
後
、
サ
ン
チ
ョ
四
世
（
在
位
一
二
八
四
年
～
一
二

九
五
年
）
が
ト
レ
ド
で
戴
冠
す
る
。

一
〇
　
サ
ン
チ
ョ
四
世
は
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
デ
・
ラ
・
セ
ル
ダ
の
遺
児
を
支
持
す
る
貴
族
の
反
乱
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
の
急
逝
後
、
息

の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
四
世
（
一
二
九
五
年
～
一
三
一
二
年
）
は
八
歳
で
王
位
を
継
承
す
る
が
、
貴
族
の
反
抗
、
さ
ら
に
ア
ラ
ゴ
ン
軍
の
進

　
　
　
　
（
Ｈ
）

攻
も
重
な
る
。

　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
四
世
も
、
ま
た
、
急
逝
し
、
息
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
一
世
は
一
歳
で
即
位
す
る
（
在
位
万
一
一
二
年
～
一
三
五
〇
年
）
。

ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
一
世
は
成
年
宣
言
（
一
三
二
五
年
）
の
後
、
精
力
的
に
貴
族
間
の
不
和
の
解
消
に
努
め
、
国
土
回
復
の
戦
い
を
再
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開
す
る
。
ま
た
、
統
治
者
と
し
て
も
す
ぐ
れ
、
税
制
を
整
備
し
、
立
法
の
統
一
に
も
努
力
す
る
。

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
ー
一
世
が
黒
死
病
で
逝
去
の
後
、
唯
一
人
の
嫡
出
の
息
ペ
ド
ロ
ー
世
（
在
位
一
三
五
〇
年
～
一
三
六
九
年
）
が
後
継

す
る
。
ペ
ド
ロ
ー
世
は
、
即
位
直
後
か
ら
、
庶
出
の
八
名
の
王
子
、
さ
ら
に
貴
族
の
反
抗
に
対
処
を
せ
ま
ら
れ
、
王
族
、
有
力
貴
族

の
多
く
を
処
刑
す
る
。
こ
の
王
の
失
政
に
対
す
る
貴
族
の
不
満
は
、
庶
出
の
エ
ン
リ
ー
ケ
王
子
を
中
心
と
す
る
党
派
に
よ
る
内
戦
に

発
展
し
、
一
三
六
九
年
、
王
は
敗
れ
、
殺
害
さ
れ
る
。

　
殺
害
さ
れ
た
ペ
ド
ロ
王
を
エ
ン
リ
ー
ケ
ニ
世
（
在
位
一
三
六
九
年
～
一
三
七
九
年
）
が
後
継
す
る
。
こ
れ
か
ら
が
ト
ラ
ス
タ
ー
マ
ラ

（
T
r
a
s
t
a
m
a
r
a
）
朝
で
、
エ
ン
リ
ー
ケ
ニ
世
の
後
、
フ
ア
ン
ー
世
（
き
目
｛
｝
（
在
位
一
三
七
九
年
～
一
三
九
〇
年
）
、
エ
ン
リ
ー
ケ
三
世
（
在
位

一
三
九
〇
年
～
一
四
〇
六
年
）
、
フ
ア
ン
ニ
世
（
在
位
一
四
〇
六
～
一
四
五
四
年
）
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
（
一
四
五
四
年
～
一
四
七
四
年
）
と
王

位
が
継
承
さ
れ
て
い
く
が
、
各
王
と
も
貴
族
の
反
抗
に
悩
ま
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
の
と
き
、
再
び
王
位
継
承
を
め

ぐ
っ
て
問
題
が
生
じ
、
王
の
息
女
フ
ア
ナ
の
王
位
継
承
権
が
認
め
ら
れ
ず
、
王
の
妹
イ
サ
べ
ル
（
Ｆ
Ｉ
）
が
王
儲
と
さ
れ
、
エ
ン
リ

ー
ケ
四
世
の
逝
去
後
、
一
四
七
九
年
、
イ
サ
べ
ル
が
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
女
王
と
な
る
。
イ
サ
べ
ル
の
即
位
に
際
し
て
、
フ
ア
ナ
支

持
の
貴
族
の
反
抗
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
サ
べ
ル
は
夫
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
の
支
援
も
受
け
て
、
こ
の
反
抗
を
打
倒

す
る
。

　
こ
の
イ
サ
ペ
ル
の
時
代
か
ら
、
ス
ペ
イ
ン
史
は
近
世
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

　
　
（
１
）
　
詳
細
は
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
ヒ
ス
パ
ニ
ア
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
の
早
期
継
受
」
四
二
三
ペ
ー
ジ
以
下
。

　
　
（
２
）
　
た
と
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
代
表
的
な
法
史
学
者
ガ
ル
シ
ア
日
ガ
リ
ョ
は
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
期
を
「
古
代
世
界
の
延
長
に
他
な
ら
な
い
」
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と
す
る
。

　
　
　
A
i
i
r
e
a
o

u
a
r
c
i
a
-
u
a
l
i
o
.

M
a
n
u
a
l

d
e

H
i
s
t
o
r
i
a

d
e
l

D
e
r
e
c
h
o

E
s
p
a
n
o
l

T
o
m
o

I
｡

7
a
.

e
d
i
c
i
o
n
｡
　
１
９
７
７
（
塙
　
浩
訳
）
「
ス
ペ
イ
ン
法
制
史

　
　
　
序
説
　
上
」
『
神
戸
法
学
雑
誌
』
三
七
巻
二
号
（
一
九
八
七
年
九
月
）
四
一
一
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
　
詳
細
は
左
記
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
下
の
ヒ
ス
パ
ニ
ア
の
法
」
（
一
、
二
完
）
　
一
〇
三
ペ
ー
ジ
以
下
、
五
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
４
）
　
ス
ペ
イ
ン
の
中
世
史
の
概
説
書
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
の
も
の
は
限
り
な
い
。
英
文
の
左
記
の
み
あ
げ
て
お
こ
う
。

　
　
　
J
o
s
e
p
h

F
.
0
'
C
a
l
l
a
g
h
a
n
｡

A

H
i
s
t
o
r
y

o
f

M
e
d
i
e
v
a
l

S
p
a
i
n
｡

1
9
7
5
｡

I
t
h
a
c
a

&

L
o
乱
呂
(
C
o
r
n
e
l
l

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y

P
r
e
s
s
)
｡

（
５
）
　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
歴
史
に
つ
い
て
、
左
記
が
あ
る
。

　
　
　
／
＼
n
s
e
i
m
o

u
a
r
r
e
i
e
r
o
｡

^
a
s
t
i
i
i
a
.

u
r
i
e
e
n
e
s
｡

a
u
e
e

y

o
c
a
s
o

d
e

u
n
a

n
a
c
i
o
n
a
l
i
d
a
d
｡

1
9
9
6
｡

M
e
x
i
c
o

(
E
d
i
t
o
r
i
a
l

P
o
m
i
a
)
｡

（
６
）
　
詳
細
は
左
記
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
勃
興
と
そ
の
法
」
　
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
７
）
　
ビ
セ
ン
ス
・
ビ
ー
ペ
ス
（
小
林
訳
）
『
ス
ペ
イ
ン
』
五
七
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
　
詳
細
は
左
記
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
興
隆
と
そ
の
法
（
一
）
）
　
一
ペ
ー
ジ
以
下
。

（
９
）
　
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
に
つ
い
て
、
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
u
o
n
z
a
i
o

M
a
r
t
i
n
e
z

U
i
e
z
｡

t
e
m
a
n
d
o

H
I

r
z
r
/
~
r
z
y
2
｡

1
9
9
3

(
D
i
p
u
t
a
c
i
o
n

P
r
o
v
i
n
c
i
a
l

d
e

P
a
l
e
n
c
i
a
/
E
d
i
t
o
r
i
a
l

O
l
m
e
d
a
｡

S
.

L
.
）

（

1 0
）
　
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
に
つ
い
い
て
、
左
記
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
中
川
和
彦
稿
「
カ
ス
テ
ィ
ー
ー
リ
ャ
・
レ
オ
ン
王
賢
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
小
伝
」
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
　
一
三
八
号
（
平
成
九
年

　
　
　
一
〇
月
）
五
ペ
ー
ジ
以
下
。
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（
Ｈ
）
　
詳
細
は
中
川
前
掲
論
文
、
一
一
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
三

一
　
一
般
に
、
ス
ペ
イ
ン
史
で
は
、
イ
サ
ペ
ル
の
即
位
な
い
し
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
航
海
ま
で
を
中
世
と
し
、
さ
ら
に
、
一
二
世
紀
を
境

に
し
て
、
中
世
を
中
世
盛
期
（
A
h
a

E
d
a
dM
e
d
i
a
）
と
中
世
後
期
（
B
a
j
a

E
d
a
d
M
e
d
i
a
）
に
二
分
す
る
。
中
世
盛
期
は
、
い
わ
ば
カ
ス
テ

ィ
ー
リ
ャ
の
勃
興
の
時
期
で
あ
り
、
中
世
後
期
で
は
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
が
「
半
島
」
の
覇
権
を
握
っ
た
形
で
、
国
土
回
復
の
戦
い

も
最
終
段
階
に
入
る
、
い
わ
ば
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
興
隆
の
時
期
で
あ
る
。

二
　
中
世
盛
期
、
イ
べ
リ
ア
半
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
支
配
地
域
で
は
、
経
済
の
中
心
は
農
業
で
あ
り
、
貨
幣
は
乏
し
く
、
そ
の
流

通
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
商
取
引
も
低
調
で
あ
っ
た
。
王
、
貴
族
、
高
級
聖
職
者
た
ち
の
主
た
る
富
源
、
す
な
わ
ち
、
富
を
生
み
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

渕
源
は
土
地
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
頃
の
税
制
は
、
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
王
の
財
産
を
構
成

す
る
土
地
か
ら
受
け
と
る
地
代
が
そ
の
収
入
の
大
部
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
国
王
の
歳
入
（
回
・
回
凛
診
）
は
、
領
主
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

が
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
か
ら
受
け
と
る
と
こ
ろ
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
上
、
王
の
個
人
財
産
と
国
王
と
し
て
の
国
の
財
産
が
混
同
さ
れ
て
お
り
、
王
財
庫
（
H
a
c
i
e
乱
a

r
e
a
l
）
は
、
基
本
的
に
は
、
家

　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

産
的
性
格
が
強
か
っ
た
。

　
そ
の
頃
、
イ
べ
リ
ア
半
島
諸
国
で
、
地
代
な
い
し
貢
租
と
し
て
国
王
に
支
払
わ
れ
て
い
た
の
は
、
c
e
n
s
o
s
｡

f
o
v
o
s
｡
p
e
c
h
a
s
｡

u
s
a
t
i
c
u
m
｡

p
a
r
a
t
a
｡
t
e
r
r
a
t
g
e
｡

m
a
r
z
a
z
g
a
｡
m
a
r
t
i
n
i
e
g
a
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
私
的
な
地
代
な
い
し
賃
貸
料
な
の
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（
５
）

か
、
そ
れ
と
も
、
公
法
的
な
公
租
に
あ
た
る
の
か
、
区
別
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
頃
、
王
財
庫
を
構
成
し
た
の
は
、
第
一
に
、
王
の
財
産
（
p
a
t
n
.
∃
o
n
i
o

r
e
g
i
o
）
で
あ
り
、
こ
れ
を
構
成
し
た
の
は
王
領
（
t
e
r
r
i
t
o
r
i
o

d
e
r
e
a
l
e
n
g
o
）
で
あ
っ
た
。
国
土
回
復
戦
の
進
展
に
よ
り
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
一
○
世
は
広
大
な
土
地
を
獲
得
し
、
そ
の
結
果
、
王
の
財

産
は
大
き
く
増
加
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
一
三
世
紀
の
後
半
か
ら
、
サ
ン
チ
ョ
四
世
、
エ
ン
リ
ー
ケ
ニ
世
の
治
下
で
、
土
地
の

下
賜
が
相
次
ぎ
、
土
地
の
所
有
面
積
が
減
少
し
、
さ
ら
に
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
の
時
代
に
、
土
地
の
下
賜
が
続
き
、
王
の
財
産
が
急

　
　
（
６
）減し
た
。

三
　
当
時
の
イ
べ
リ
ア
半
島
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
支
配
地
域
で
は
、
王
の
財
産
が
豊
富
で
は
な
く
、
小
規
模
な
宮
廷
の
費
用
、
ま
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

軍
費
を
支
弁
す
る
た
め
、
税
制
が
比
較
的
早
く
か
ら
発
達
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。

　
衰
退
し
て
い
た
都
市
が
、
一
二
世
紀
の
末
か
ら
、
再
生
し
、
そ
の
経
済
的
繁
栄
の
結
果
、
こ
れ
ら
都
市
の
代
表
が
王
会
（
９
１
）

に
参
加
す
る
。
こ
の
よ
う
な
王
国
の
政
治
的
決
定
へ
の
参
加
は
、
当
然
に
、
共
同
体
の
費
用
も
負
担
す
る
義
務
を
伴
な
う
こ
と
に
な

り
、
こ
う
し
て
一
三
世
紀
以
降
、
共
同
体
の
代
表
で
あ
る
君
主
の
費
用
を
負
担
す
る
義
務
は
臣
民
全
員
に
及
ぶ
と
い
う
考
え
が
新
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）

に
浮
上
し
始
め
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
国
王
は
、
国
王
財
産
を
家
産
と
す
る
考
え
か
ら
絶
対
的
に
脱
却
で
き
ず
、
国
王
財
産
は
貴
族
、
教
会
、
都
市
に
続
々
と

贈
与
さ
れ
、
王
財
庫
の
収
入
は
む
し
ろ
減
少
し
て
い
く
。
対
応
策
と
し
て
、
王
た
ち
は
、
主
と
し
て
商
取
引
に
対
す
る
新
し
い
税
を

創
設
し
、
領
土
の
防
衛
、
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
費
用
の
捻
出
の
了
承
を
身
分
制
議
会
に
求
め
た
。

　
こ
う
し
て
、
王
財
庫
の
性
格
は
、
私
法
的
給
付
に
依
存
す
る
家
産
的
財
庫
で
は
な
く
、
王
と
臣
民
を
結
び
つ
け
る
紐
帯
に
依
存
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

る
公
法
上
の
財
庫
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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四
　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
の
始
ま
る
前
に
認
め
ら
れ
た
税
に
つ
い
て
触
れ
よ
う
。

　
一
つ
は
ペ
デ
ィ
ー
ド
（
p
e
d
i
d
o
)
税
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
レ
オ
ン
・
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ヤ
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
の
統
治
下
で
、
北
ア

フ
リ
カ
の
ア
ル
モ
ラ
ヅ
ィ
ー
デ
ス
（
A
l
m
o
r
a
v
i
d
e
s
）
の
軍
が
進
攻
し
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軍
は
、
大
敗
（
一
〇
八
六
年
）
、
タ
イ
フ
ア
諸

国
の
朝
貢
も
な
く
な
り
、
一
〇
九
一
年
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
は
、
戦
費
調
達
の
た
め
、
特
別
税
と
し
て
ペ
テ
ィ
ー
ド
税
を
課
し
た
。

そ
の
後
、
孫
に
あ
た
る
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
七
世
は
、
こ
の
税
を
p
e
t
i
t
i
o
の
名
の
下
で
、
臣
民
に
要
請
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
一
二
世
紀
以
降
、
p
e
t
i
t
u
m
と
こ
の
税
は
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
収
入
は
小
額
で
、
意
義
が
な
く
な
っ
て
い
く
。

　
今
一
つ
は
、
モ
ネ
ー
ダ
・
フ
ォ
レ
ラ
（
M
o
n
e
d
a

F
o
r
e
r
a
）
税
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
王
の
日
常
の
経
費
の
額
は
過
大

で
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
戦
費
を
賄
う
た
め
、
教
会
、
ユ
ダ
ヤ
入
な
ど
か
ら
の
借
入
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
ま
た
、
貨
幣
の
改
鋳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｕ

に
は
し
る
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
改
鋳
は
、
多
く
の
場
合
、
貨
幣
の
品
位
の
低
下
を
と
も
な
う
の
で
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
一

定
期
間
、
国
王
に
貨
幣
の
品
位
の
維
持
を
約
束
さ
せ
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
モ
ネ
ー
ダ
・
フ
ォ
レ
ラ
と
呼
ば
れ
る
約
定
金
額
を
国
王

に
支
払
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
税
（
？
）
は
、
一
二
○
二
年
、
レ
オ
ン
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
九
世
が
七
年
間
、
改
鋳
し
な
い
こ
と
を

約
束
し
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
約
束
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
王
は
通
常
の
税
収
と
一
四
世

紀
の
頃
か
ら
み
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
約
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
鋳
に
よ
る
品
位
の
低
下
が
あ
り
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

に
、
ト
ラ
ス
タ
ー
了
フ
朝
の
時
代
、
頻
発
し
た
と
言
わ
れ
る
。

五
　
税
と
並
ん
で
、
王
は
レ
ガ
リ
ア
（
『
・
Ｉ
Ｆ
』
（
国
王
高
権
）
に
由
来
す
る
タ
ー
サ
（
｛
Ｉ
｝
（
公
課
）
も
享
受
し
た
。
こ
れ
に
属
す
る
も

の
と
し
て
、
中
世
盛
期
に
は
、
軍
役
の
義
務
、
お
よ
び
、
所
定
の
地
に
、
滞
在
す
る
間
、
宮
廷
の
費
用
を
支
弁
す
る
義
務
を
王
が
臣

下
に
請
求
で
き
る
と
い
う
役
務
（
s
e
r
v
i
c
i
o
）
が
あ
っ
た
。
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こ
れ
ら
は
、
両
者
と
も
、
早
く
か
ら
、
一
定
額
の
金
銭
の
支
払
い
に
か
わ
っ
て
お
り
、
前
者
は
、
フ
ォ
ン
サ
デ
ー
ラ
（
『
ｏ
回
乱
～
』
（
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

役
税
）
と
し
て
知
ら
れ
、
戦
費
の
調
達
に
必
要
で
あ
っ
た
。

　
後
者
は
ジ
ャ
ン
タ
ー
レ
ス
（
y
a
n
t
a
r
e
s
）
と
呼
ば
れ
、
フ
ラ
ン
ス
の
d
r
o
i
t

d
e
g
i
t
e
（
宿
泊
権
）
に
相
当
し
た
。
こ
の
税
は
、
王
も
し

く
は
領
主
の
通
行
・
宿
泊
に
際
し
て
、
宿
舎
・
糧
食
な
ど
を
提
供
す
る
義
務
か
ら
、
本
来
、
現
物
で
納
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、

定
額
、
か
つ
、
一
年
に
一
回
の
納
付
と
い
う
よ
う
に
合
理
化
（
？
）
、
軽
減
さ
れ
た
。
ペ
ド
ロ
ー
世
が
一
三
五
一
年
に
こ
の
旨
を
明

定
し
、
さ
ら
に
、
ァ
ル
フ
オ
ン
ソ
ー
ー
世
と
フ
ァ
ン
二
世
が
こ
れ
を
補
足
し
て
‰
゜

　
前
述
し
た
レ
ガ
リ
ァ
は
、
国
王
の
排
他
的
権
利
、
所
有
権
お
よ
び
特
権
の
総
体
を
い
い
、
ロ
ー
マ
・
ビ
シ
ー
ゴ
ー
ド
の
伝
統
を
引

き
継
ぐ
考
え
で
、
中
世
盛
期
に
は
、
さ
ら
に
、
無
人
の
地
、
水
利
、
鉱
物
、
塩
鉱
に
対
す
る
権
利
も
包
含
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
国

土
回
復
の
戦
い
の
相
次
ぐ
勝
利
に
よ
る
王
権
の
強
大
化
に
と
も
な
い
、
レ
ガ
リ
ァ
の
考
え
が
一
層
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。

　
無
主
物
、
無
人
の
未
耕
地
、
漁
業
、
塩
鉱
、
鉄
・
金
・
銀
、
そ
の
他
の
金
属
の
鉱
物
の
み
な
ら
ず
、
前
述
し
た
フ
オ
ン
サ
デ
ー
ラ
、

ジ
ャ
ン
タ
ー
レ
ス
の
よ
う
な
公
租
、
さ
ら
に
、
貨
幣
の
鋳
造
権
、
最
高
の
司
法
権
な
ど
も
、
国
王
の
排
他
的
権
能
と
さ
れ
た
。
こ
の

他
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
市
場
、
石
け
ん
工
場
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
起
源
す
る
施
設
に
対
す
る
権
利
、
戦
利

品
の
五
分
一
税
（
？
）
も
レ
ガ
リ
ァ
に
舎
ま
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
も
っ
と
も
、
レ
ガ
リ
ァ
に
よ
る
収
入
は
王
財
庫
の
収
入
の
一
項
目
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

六
　
中
世
に
入
っ
て
、
そ
の
初
期
、
レ
オ
ン
お
よ
び
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
税
の
徴
収
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
、
共
通
の
特
色
は
、
担

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

税
者
は
、
一
方
に
お
い
て
、
土
地
の
所
有
者
で
あ
り
、
他
方
に
お
い
て
、
働
く
人
達
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
商
取
引
の
発
展
は
、
農
業
に
対
す
る
税
収
の
停
滞
、
不
振
も
あ
っ
て
、
税
制
に
影
響
し
、
商
取
引
あ
る
い
は
製
品
の
消
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費
に
負
担
を
課
す
る
方
向
に
向
か
い
、
代
っ
て
、
ア
ル
カ
バ
ラ
税
が
主
要
な
税
収
源
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法

に
よ
っ
て
も
、
財
源
が
不
足
す
る
場
合
、
限
時
的
性
格
の
公
課
を
課
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
内
容
は
身
分
割
議
会
で
了
承
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

も
っ
と
も
、
多
く
の
場
合
、
限
時
的
な
税
が
恒
久
的
な
も
の
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
貴
族
は
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
収
を
王
か
ら
も
ぎ
取
る
こ
と
を
し
ば
し
ば
試
み
て
い
た
。
一
四
世

紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
の
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
に
お
け
る
紛
争
の
多
く
は
、
税
収
の
財
源
の
支
配
権
を
め
ぐ
る
貴
族
の
貪
欲
に

　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

七
　
ア
ル
カ
バ
ラ
（
と
・
Ｓ
Ｅ
）
税
は
も
っ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
税
で
あ
り
、
ま
た
、
も
っ
と
も
悪
評
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
こ
の
税
は
、
一
三
四
二
年
、
三
年
の
期
限
付
で
、
身
分
割
議
会
に
よ
り
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
一
一
世
に
譲
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
七
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

後
、
恒
久
的
に
譲
許
さ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
、
中
世
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
王
室
財
政
の
収
入
の
枠
組
み
が
完
成
し
た
と
言
わ
れ
る
。

　
こ
の
税
の
起
源
は
、
都
市
参
事
会
が
管
理
す
る
地
域
的
な
税
で
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
存
在
し
て
い
た
も
の
で
、
お
そ
ら
く
、
イ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ラ
ー
ム
統
治
下
の
都
市
税
が
そ
の
原
初
形
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ア
ル
カ
バ
ラ
税
は
、
設
定
当
初
、
譲
渡
価
格
の
五
八
Ｉ
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
後
、
一
三
七
七
年
に
Ｉ
〇
八
Ｉ
セ
ン
ト
に
引
上
げ

　
　
　
　
（
2
3
）

ら
れ
て
い
る
。
担
税
者
は
、
当
初
、
売
買
の
両
当
事
者
で
あ
っ
た
が
、
エ
ン
リ
ー
ケ
三
世
の
治
下
、
売
主
の
み
が
税
を
負
担
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
に
な
る
。
た
だ
、
ア
ル
カ
バ
ラ
税
は
、
農
夫
か
ら
貴
族
ま
で
、
す
べ
て
の
人
に
等
し
く
適
用
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
こ
の
ア
ル
カ
バ
ラ
税
は
、
王
室
収
入
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
税
に
発
展
す
る
。

　
ア
ル
カ
バ
ラ
税
と
並
ぶ
も
の
に
、
シ
ー
サ
（
’
Ｆ
）
税
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
商
人
が
そ
の
営
業
施
設
で
秤
り
を
使
用
し
た
収
益
に
課

せ
ら
れ
る
も
の
で
、
ア
ル
カ
バ
ラ
税
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
も
言
わ
れ
る
。
一
二
九
三
年
に
、
サ
ン
チ
ョ
四
世
は
対
イ
ス
ラ
ー
ム
の
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（
2
6
）

戦
費
調
達
の
た
め
に
、
こ
の
税
を
導
入
す
る
。
税
率
は
売
買
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

八
　
ア
ル
モ
ハ
リ
フ
ァ
ス
ゴ
（
A
l
m
o
j
a
r
i
f
a
z
g
o
）
税
は
、
一
二
世
紀
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
国
の
多
く
の
都
市
に
み
ら
れ
た
税
で
あ
る
。

そ
の
起
源
は
ア
ル
ア
ン
ダ
ル
ス
（
イ
ス
ラ
ー
ム
治
下
の
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
）
か
ら
伝
っ
た
も
の
と
い
う
。

　
ア
ル
モ
ハ
リ
フ
ァ
ス
ゴ
税
は
、
都
市
に
出
入
す
る
際
、
商
品
に
つ
い
て
取
り
立
て
ら
れ
る
移
転
税
（
d
e
r
e
c
h
o

d
et
r
a
n
s
i
t
o
）
を
意
味

す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
住
民
が
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
税
が
あ
り
、
場
合
に
よ
り
、
入
市
税
（
召
ほ
潔
ｏ
）

に
類
似
し
た
。

　
一
三
世
紀
、
一
四
世
紀
に
、
こ
の
税
に
よ
る
税
収
が
減
少
し
、
市
参
事
会
や
領
主
に
こ
の
税
が
移
管
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
苔

五
世
紀
に
な
る
と
、
こ
の
税
は
、
主
と
し
て
、
ム
ル
シ
ア
、
コ
ル
ド
バ
、
セ
ビ
ー
リ
ヤ
で
行
わ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
流
通
間
接
税
に
は
、
こ
の
他
、
港
湾
一
〇
分
の
一
税
や
、
後
述
す
る
セ
ル
ビ
シ
オ
・
イ
・
モ
ン
タ
ス
ゴ
税
な
ど
が
あ
っ
た
。

九
　
王
の
潤
沢
な
財
源
の
一
つ
が
牧
羊
の
移
動
に
課
せ
ら
れ
る
税
で
あ
っ
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
は
、
か
ね
て
か
ら
羊
毛
の
生
産
国
で
、
牧
羊
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
一
○
世
は
牧
羊
業
者
の
団
体
メ
ス

　
　
　
（
2
9
）

タ
（
M
e
s
t
a
）
に
特
許
状
を
付
与
す
る
。
こ
れ
は
、
牧
羊
業
者
の
納
税
の
責
任
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
一
二
六
九
年
、
牧
羊
業
者
に
対
す
る
セ
ル
ビ
シ
オ
・
デ
・
ガ
ナ
ー
ド
ス
（
S
e
r
v
i
c
i
o

d
e
g
a
n
a
d
o
s
）
税
が
限
時
的
に
身
分

割
議
会
で
承
認
さ
れ
、
メ
ス
タ
は
一
定
額
の
税
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
セ
ル
ビ
シ
オ
税
は
、
三
、
四
年
お
き
に
、
身
分
割

議
会
で
投
票
に
付
さ
れ
、
更
新
さ
れ
て
い
く
。
や
が
て
、
恒
久
的
な
税
と
な
る
。

　
一
三
四
三
年
、
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
一
一
世
の
治
下
、
そ
れ
ま
で
、
各
都
市
が
地
域
的
に
徴
収
し
て
い
た
、
牧
羊
に
対
す
る
モ
ン
タ
ス

ゴ
（
Ｋ
ｏ
爵
凛
ｏ
）
税
が
一
般
的
な
税
に
変
更
さ
れ
、
セ
ル
ビ
シ
オ
税
と
統
合
さ
れ
、
以
後
、
セ
ル
ビ
シ
オ
・
イ
・
モ
ン
タ
ス
ゴ
（
S
e
r
v
i
c
i
o
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y
M
o
n
t
a
z
g
o
）
税
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
王
室
収
入
の
主
要
な
財
源
と
心
匹
。

一
〇
　
前
述
し
た
も
の
の
他
、
王
は
司
法
権
行
使
に
よ
る
罰
金
も
そ
の
収
入
と
し
た
。
ま
た
、
教
会
の
収
入
で
あ
る
Ｉ
〇
分
の
一
税

に
対
し
て
、
国
王
三
分
の
一
税
（
i
･
l
a
l
)
を
早
く
か
ら
、
一
三
世
紀
に
課
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
そ
の
名
称
に
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

わ
ら
ず
、
一
〇
分
の
一
税
の
九
分
の
二
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
他
、
金
額
と
し
て
は
大
き
く
な
か
っ
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
ム
デ
ハ
ル
（
ィ
ス
ラ
ー
ム
系
住
民
）
に
対
す
る
人
頭
税
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

収
入
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
王
か
ら
受
け
る
保
護
の
代
償
と
い
う
名
目
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
通
常
の
税
収
に
よ
る
金
額
は
王
室
の
経
済
上
の
需
要
を
賄
う
の
に
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
あ
ま
り
に
も
多
く
の
税
の

減
免
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
一
因
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
に
よ
る
タ
ー
サ
制
（
王
室
収
入
査
定
制
度
）

の
導
入
は
貴
族
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
制
度
は
、
本
来
は
貴
族
所
領
内
の
王
室
の
収
入
の
確
保
を
目
的
と
す
る
も
の

で
、
国
王
か
ら
付
与
さ
れ
て
い
る
官
職
の
給
与
や
年
金
に
よ
り
貴
族
に
帰
属
す
る
金
額
を
控
除
し
、
所
領
内
の
王
室
の
収
入
に
残
額

が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
王
財
庫
に
納
付
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
の
治
下
、
王
財
庫

　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

は
破
産
に
瀕
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
臨
時
的
性
格
の
税
収
に
依
存
す
る
こ
と
し
か
方
法
が
な
く
な
り
、
フ
ア
ン
ニ
世
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
の
時
代
に
は
、

カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
で
は
、
臨
時
的
税
収
は
通
常
の
税
収
の
三
〇
パ
ｌ
セ
ン
ト
に
達
し
て
い
た
と
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
的

税
収
は
セ
ル
ビ
シ
オ
、
ま
た
は
ペ
デ
ィ
ー
ド
の
名
で
設
定
さ
れ
た
税
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
フ
ア
ン
ニ
世
、
エ
ン
リ
ー
ケ
四
世
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西

治
下
、
身
分
制
議
会
に
対
す
る
セ
ル
ビ
シ
オ
税
な
ど
の
了
承
を
求
め
る
要
請
が
頻
発
す
る
。
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四

瞳
　
王
財
庫
の
収
入
は
、
当
初
、
主
と
し
て
、
国
家
の
防
衛
、
領
土
の
保
全
に
あ
て
ら
れ
た
。
宮
廷
の
費
用
は
高
額
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
一
二
世
紀
の
頃
ま
で
の
形
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
三
世
紀
に
入
っ
て
状
況
が
変
わ
る
。
一
つ
は
、
国
土
回
復
の
戦
い

の
進
展
に
と
も
な
う
、
領
土
の
拡
大
、
官
僚
制
の
整
備
、
充
実
に
よ
る
、
そ
の
経
費
の
増
加
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
ア
ル
フ
オ
ン
ソ

一
○
世
の
多
様
な
事
業
、
特
に
、
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
位
を
窺
う
運
動
（
い
わ
ゆ
る
f
e
c
h
o

d
ei
m
p
e
r
i
o
）
の
た
め
の
巨
額
の
費
用

の
捻
出
で
あ
っ
た
。
税
制
に
も
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
の
も
そ
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
。
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課
税
、
徴
税
に
あ
た
る
行
政
組
織
の
整
備
は
お
く
れ
た
。

ニ
　
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
で
、
王
財
庫
の
長
で
あ
っ
た
の
は
当
初
、
宮
宰
（
M
a
y
o
r
d
o
m
o
｡

M
a
y
o
r
d
e
l
a
C
o
r
t
e
）
で
あ
っ
た
。
宮
宰
は
指

揮
権
を
行
使
し
、
王
財
庫
の
役
人
は
宮
宰
に
報
告
の
義
務
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ァ
ン
二
世
の
治
下
で
、
宮
宰
の
職
務
は
宮
廷
の

管
理
に
縮
小
さ
れ
、
そ
の
頃
か
ら
、
多
分
に
名
誉
職
的
な
も
の
に
な
る
。

　
一
四
世
紀
の
中
頃
か
ら
ァ
ル
モ
ハ
リ
フ
エ
（
と
ョ
＆
―
言
（
王
国
収
税
官
）
が
消
失
し
、
一
五
世
紀
に
、
王
の
収
入
を
監
理
し
て
い

た
テ
ソ
レ
ロ
(
H
a
o
『
･
｢
o
｣
(
収
入
役
）
は
常
設
的
な
ポ
ス
ト
で
な
く
な
り
、
重
要
性
を
失
な
い
、
具
体
的
な
事
項
に
つ
い
て
任
命
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。

　
代
っ
て
、
一
五
世
紀
の
前
半
の
頃
か
ら
、
会
計
収
税
宮
（
C
o
n
t
a
d
o
r

M
a
y
o
r
d
e
H
a
c
i
e
n
d
a
）
が
お
か
れ
る
。
会
計
収
税
宮
は
王
財
庫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

を
監
理
し
、
そ
の
収
入
・
支
出
の
す
べ
て
を
統
括
し
、
種
々
の
租
税
の
徴
集
の
組
織
に
あ
た
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

　
一
五
世
紀
、
収
税
官
の
定
員
は
二
名
で
あ
っ
た
が
、
一
時
、
三
名
に
増
員
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

　
一
四
世
紀
の
末
か
ら
主
計
官
（
C
o
n
t
a
d
o
r

M
a
y
o
rd
e
C
u
e
n
t
a
s
）
も
置
か
れ
る
。
主
計
官
の
定
員
は
二
名
な
い
し
三
名
で
、
王
財
庫
の

長
で
あ
り
、
王
財
庫
の
正
確
な
財
政
活
動
の
監
督
が
そ
の
主
た
る
任
務
で
あ
っ
た
。

三
　
前
述
し
た
王
国
収
税
長
官
（
A
l
m
o
j
a
r
i
f
e

M
a
y
o
r
）
は
税
の
徴
収
の
監
督
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
長
官
は
、
通
常
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
選

任
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
反
感
が
強
く
、
こ
二
三
年
、
バ
レ
ン
シ
ア
の
身
分
割
議
会
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
長

官
に
選
任
し
な
い
こ
と
を
王
室
は
約
束
さ
せ
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ァ
ル
フ
オ
ン
ソ
一
一
世
は
ユ
ー
ス
フ
・
デ
・
エ
ー
シ
ハ

（
Y
u
s
u
fd
e
E
c
i
j
a
）
を
長
官
に
任
命
す
る
が
、
一
三
二
九
年
の
マ
ド
リ
ッ
ド
の
身
分
割
議
会
で
、
不
満
の
声
が
出
、
結
局
、
ユ
ー
ス
フ

を
解
任
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
み
を
長
官
に
任
命
す
る
こ
と
を
王
は
誓
約
さ
せ
ら
れ
る
。
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四
　
ユ
ダ
ヤ
人
は
徴
税
請
負
人
と
し
て
も
契
約
を
締
結
し
て
い
た
。
一
二
七
六
年
か
ら
七
七
年
の
間
、
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
一
○
世
は
当

時
、
国
王
収
税
長
官
で
も
あ
っ
た
サ
ー
グ
・
デ
・
ラ
・
マ
レ
ー
ア
（
N
a
g

d
e
l
a
M
a
l
e
h
a
）
　
　
（
別
名
I
s
a
a
c

l
b
nZ
a
d
o
k
）
と
五
件
の
契
約
を
締

結
し
て
お
り
、
他
の
者
と
も
契
約
し
、
一
二
六
一
年
か
ら
当
時
ま
で
の
、
セ
ル
ビ
シ
オ
税
も
含
め
た
、
滞
納
さ
れ
た
税
の
徴
収
を
授

権
し
て
い
る
。
そ
の
代
り
に
、
サ
ー
グ
・
ラ
・
マ
レ
ー
ア
た
ち
は
王
に
一
六
七
万
マ
ラ
ペ
ー
デ
ィ
ス
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
一
五
年
前
に
遡
る
、
滞
納
し
た
税
を
取
り
立
て
る
こ
と
は
王
と
臣
民
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
、
一
二
七
七
年
の
ブ
ル
ゴ

ス
の
身
分
割
議
会
で
、
こ
の
契
約
は
解
消
さ
れ
、
問
題
が
解
決
し
て
い
る
。

　
サ
ン
チ
ョ
四
世
も
、
一
二
八
七
年
に
、
別
の
ユ
ダ
ヤ
人
と
同
様
の
契
約
を
締
結
し
た
が
、
コ
ー
ハ
八
年
の
ア
ー
ロ
の
身
分
割
議
会

で
契
約
を
破
棄
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
二
八
六
年
の
バ
レ
ン
シ
ア
の
身
分
割
議
会
以
降
、
ユ
ダ
ヤ
人
、
貴
族
、
聖
職
者
を
除
く
、
騎
士
ま
た
は
都
市
の
良
民
に
よ
り
税

の
徴
収
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
請
願
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
王
が
、
引
き
続
き
、
税
の
徴
収
を
請
負

わ
せ
、
都
市
の
住
民
以
外
の
者
に
徴
収
を
委
託
し
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

五
　
課
税
を
め
ぐ
っ
て
、
身
分
割
議
会
の
介
入
に
つ
い
て
言
及
し
た
が
、
身
分
割
議
会
と
い
う
の
は
、
貴
族
、
聖
職
者
、
お
よ
び
市

民
と
い
う
三
つ
の
身
分
の
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
一
一
八
八
年
、
レ
オ
ン
の
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
九
世
が
王
会
に
都
市
代
表
を
参
加

さ
せ
た
の
が
始
ま
り
と
も
言
わ
れ
る
。
レ
オ
ン
と
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
統
合
の
後
も
、
こ
の
身
分
割
議
会
の
制
度
が
存
続
し
、
一
三

世
紀
、
一
四
世
紀
、
さ
ら
に
、
一
五
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
頻
繁
に
開
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
セ
ル
ビ
シ
オ
税
は
、
一
般
に
、
身
分
割
議
会
の
了
承
を
得
て
、
設
定
さ
れ
た
税
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
）

テ
ィ
ー
リ
ャ
で
は
、
王
は
課
税
の
譲
許
を
身
分
割
議
会
に
求
め
る
の
が
、
一
つ
の
慣
行
と
な
っ
て
い
た
。
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一
四
世
紀
、
身
分
割
議
会
は
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
一
一
世
か
ら
議
会
の
承
認
な
し
に
、
い
か
な
る
税
の
新
設
を
し
な
い
、
と
い
う
約
束

を
と
り
つ
け
る
。
当
時
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
す
べ
て
の
法
律
に
は
こ
の
趣
旨
の
文
言
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

ら
ず
、
ア
ル
フ
オ
ン
ソ
ー
一
世
は
、
こ
の
譲
歩
に
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

六
　
厳
格
な
意
味
で
の
税
収
で
は
な
い
が
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
早
く
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
系
の
国
か
ら
朝
貢
を
受
け
て
お
り
、
一

四
三
〇
年
以
降
、
イ
べ
リ
ア
半
島
南
部
に
残
さ
れ
た
グ
ラ
ナ
ダ
王
国
は
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
王
に
、
毎
年
、
二
万
金
ド
ブ
ラ
の
貢

租
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
、
実
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
収
入
の
上
に
予
算
を
編
成
す
る
こ
と
に
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
は
次
第
に
慣
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

て
い
く
。
こ
れ
は
、
新
大
陸
の
貴
金
属
の
流
人
の
先
駆
で
あ
っ
た
。
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五

　
以
上
、
中
世
の
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
税
制
の
粗
雑
な
素
描
を
試
み
た
。
次
に
、
要
約
し
な
が
ら
、
若
干
の
私
見
を
付
し
て
、
結
び

　
第
一
に
、
税
の
新
設
な
ど
、
臣
民
に
新
た
な
負
担
を
課
す
場
合
、
身
分
割
議
会
の
了
承
の
下
で
、
実
施
す
る
と
い
う
慣
行
が
形
成

さ
れ
て
い
た
こ
と
。

　
第
二
に
、
間
接
税
の
比
重
が
大
き
く
、
と
く
に
、
税
収
面
で
、
ア
ル
カ
バ
ラ
税
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
こ
と
。

　
第
三
に
、
行
政
組
織
が
不
整
備
で
、
税
の
徴
収
に
請
負
制
を
採
用
し
、
実
際
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
多
く
そ
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た

　
さ
ら
に
、
第
四
に
、
貴
族
の
税
の
負
担
が
軽
微
で
あ
り
、
農
民
、
商
人
、
職
人
が
主
な
担
税
者
で
あ
っ
た
こ
と
。

　
無
論
、
絶
え
ざ
る
対
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
戦
い
の
た
め
の
戦
費
の
捻
出
の
た
め
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
住
民
の
負
担
は
大
き
く
、
そ
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の
財
政
は
決
し
て
健
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
上
に
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
王
室
、
貴
族
の
浪
費
が
重
な
る
。
さ
ら
に
、
王
室
の
内

紛
も
あ
り
、
王
権
の
基
盤
は
決
し
て
強
固
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

　
ア
ル
カ
バ
ラ
税
は
新
大
陸
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
税
率
が
本
国
の
も
の
よ
り
も
低
率
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
悪
評
で
あ

り
、
一
九
世
紀
初
め
、
メ
キ
シ
コ
独
立
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
イ
ダ
ル
ゴ
神
父
の
蜂
起
の
際
の
、
そ
の
主
張
・
要
求
の
Ｉ
つ
が
ア
ル

カ
バ
ラ
税
の
廃
止
で
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
ア
ル
カ
バ
ラ
税
の
新
大
陸
に
お
け
る
展
開
を
始
め
、
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
の
植
民
地

支
配
下
の
新
大
陸
に
お
け
る
税
制
は
研
究
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

　
今
一
つ
、
身
分
割
議
会
の
イ
ペ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
誕
生
は
、
英
・
仏
等
の
議
会
、
三
部
会
と
比
べ
て
も
、
決
し
て
お
そ
く
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
身
分
割
議
会
が
、
や
が
て
一
五
世
紀
以
降
、
そ
の
役
割
が
小
さ
く
な
り
、
意
義
を
失
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
本
稿

の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
立
入
ら
な
い
が
、
現
在
の
ス
ペ
イ
ン
、
あ
る
い
は
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

諸
国
の
政
治
を
考
え
る
た
め
に
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
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